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より、総務大臣が定める額以上の契約については、一般競争に付さなければならない。 

 

（随意契約） 

第６６条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合に

おいては、随意契約によるものとする。 

なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 

（１）売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格がその予定価格が 1,000 万円を超え

ない場合 

（２）契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 

（３）緊急の必要により競争入札に付することができない場合 

（４）競争入札に付することが不利と認められる場合 

（５）時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合 

（６）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合 

（７）落札者が契約を締結しない場合 

２ 前項（６）の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に

付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。 

３ 第１項（７）の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うもの

とし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を変更すること

はできない。 

４ 第 1 項（１）の理由による随意契約は、3 社以上の業者から見積もりを徴し比較するな

ど適正な価格を客観的に判断しなければならない。ただし、予定価格が下表に掲げられた

契約の種類に応じ定められた額を超えない場合には、2 社の業者からの見積もりを徴し比

較するものとする。 

 

 

契約の種類 金額 

１ 工事又は製造の請負 ４００万円 

２ 食料品･物品等の買入れ ３００万円 

３ 前各号に掲げるもの以外 ２００万円 

 

 

（契約書の作成） 

第６７条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定

したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期

限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただ

し、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。 

（１）契約履行の場所 

（２）契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 


